
東北大学 利益相反事象発生前申告書（一般用）の記入にあたって 

以下の注意事項をご参照のうえ、利益相反事象発生前申告書へ記入してください。 

１．基準及び用語について 

（１）基準について 

① １法人につき年間 100 万円以上の収入（講演、印税など名目は問わず、一法人から受ける

収入の総額を対象とします。国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関からの収入、

学校からの収入および医療機関等からの医療行為に関する収入は含みません。また、知

的財産権によるロイヤリティ収入は 200 万円以上（個人への分配分と研究室への分配分の

合計額）を申告の対象とします。） 

② 公開企業の発行済株式の 5％以上の保有 

③ 未公開株式（公開後１年以内を含む）の 1 株以上の保有 

（２）用語について 

① 産学連携活動とは、兼業、共同研究、受託研究、受託業務、学術指導、寄附金の受入、研

究助成金の受入、受託研究員等（企業からのポスドクを含む）の受入、成果物の授受、物

品・設備・システム購入及び業務委託、技術移転（特許、著作権等の移転）、法人への学生

の関与を意味します。 

② 法人とは、企業・団体などをいいます。 

③ 団体とは、民間、国、地方公共団体、独立行政法人(国立研究開発法人等を含む)、公益

法人（医療法人、学校法人）等およびNPO法人を含みます。 

④ 新株予約権とは、ストックオプションなどと呼ばれる、新株予約権、新株予約権付社債など

の総称です。一定期間内にあらかじめ定められた価額（行使価格）で株式を取得できる 

権利です。 

⑤ 融資、保証とは、銀行などの金融機関からのものを除きます。 

⑥ 出資とは、L.L.C(合同会社)またはL.L.P.(有限責任事業組合)等に資金を提供する場合を

意味します。 

⑦ 兼業には、国、地方公共団体、独立行政法人（国立研究開発法人等を含む）、学校および

病院等公益法人での兼業は含みません。また、兼業許可を要さない非常勤職員で兼業を

なさっている方もご申告ください。 

⑧ 物品購入については、製造・販売元との関係も含みます。また、職責上、学内設備導入に

携わる場合（設備導入に関する関係組織において、責任のある立場の者、学内委員会委

員(長)など）も対象となります。 

⑨ 無償の物品提供、物品借用とは、その物品の金額の多寡に関わらず、無償で法人から提

供を受けたり、借用した物品を研究室にて使用する場合をいいます。ただし、共同研究契

約・受託研究契約に含まれるものを除きます。 

⑩ 無償の役務提供とは、学会や検査、研究のときに人員を派遣していただく場合が考えられ

ます。なお、学会のうち企業との共催によるもの、また、共同研究契約・受託研究契約に含

まれるものを除きます。 

⑪ 技術移転とは、知的財産化された本学における研究成果および著作権等の企業・団体へ

の移転を意味します。実際に技術が移転された企業・団体との関係をご申告ください。 

 

 



 

２．提出について 

 （１）提出方法について 

記入後は、学内便（Box.No.：事B16-3）にて法務室（利益相反マネジメント担当）へご提出くだ

さい。 

兼業にかかる申請の場合は、兼業許可申請書（写）（承認前のもので結構です）をご提出くだ

さい。また、会社概要等その他資料の提出をお願いすることがありますのでご協力ください。 

 （２）内容の照会について 

ご申告いただきました内容につきまして、法務室（利益相反マネジメント担当）から照会させて

いただくことがございます。 

 （３）申告書の使用について 

ご申告いただいた内容については、利益相反マネジメント委員会で審査するとともに所属部

局の長にお知らせしますので、ご了承願います。 


